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１ 釧路市環境基本条例 

釧路市環境基本条例（平成17年10月11日 釧路市条例第128号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路市は、広大な太平洋に臨み、タンチョウをはじめ数多くの野生生物が生息する国際的にも

貴重な釧路湿原などのすぐれた自然にいだかれ、そのかけがえのない環境から絶えることなく

豊かな恵みを受けつつ、今日まで発展してきた。 

一方、今日の私たちの社会は、豊かさや利便性が高まった反面、日常生活や経済活動等の人の

営みが拡大し、大量の資源やエネルギーが消費され、環境への負荷が増大し、その影響は地域の

環境のみならず、今や人類の生存基盤である地球環境全体に及ぶまでに至った。 

もとより、すべての市民は、環境からの恵沢を受け良好な環境の下に生活する権利を有してお

り、将来にわたりこの環境を健全で恵み豊かなものとして次の世代に引き継いでいくことは、私

たちの願いであり、また、責務でもある。 

このため、私たちは、地域の自然環境や生活環境を良好なものとするとともに、環境への負荷

を増大させている現在の経済社会構造のあり方や生活様式を見直し、かけがえのない地球に生

きるものの一員としての自覚の下に地球環境の保全に貢献していかなければならない。 

このような考え方に立って、市、事業者及び市民のすべてが、環境の問題を自らの課題として

認識し、それぞれの責任の下に相互に連携しながら役割を果たしていくことにより、環境への負

荷を低減するとともに、循環を基調とした持続的発展が可能な社会をつくるため、釧路市環境基

本条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の

維持及び創造（以下「環境の保全及び創造」という。）につ

いて、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務

を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定める

ことにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営むうえで

必要とする良好な環境を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動

により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支

障の原因となるおそれのあるものをいう。 

２ この条例において「地球環境保全」とは、人の活動によ

る地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚

染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範

な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であ

って、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的

な生活の確保に寄与するものをいう。 

３ この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障の

うち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲

にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又

は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音

、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によ

るものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環

境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密

接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ

。）に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活
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を営むうえで必要とする健全で恵み豊かな環境を確保し、

これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われ

なければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民のすべての

者がそれぞれの責任を認識し、公平な役割分担の下、自主

的かつ相互に連携協力して推進されなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、循環を基調

とした環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が実

現されるように行われなければならない。 

４ 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、市民

の健康で文化的な生活を将来にわたって確保するうえで重

要であることから、すべての者が自らの課題であることを

認識し、日常生活及び事業活動において積極的に推進され

なければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、市民の意見を適切に反映して、環境の保全及

び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実

施しなければならない。 

２ 市は、自ら率先して環境への負荷の低減に努めなければ

ならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これ

に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全

するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製

造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、そ

の事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄さ

れることによる環境への負荷の低減に努めるとともに、廃

棄物となった場合に適正な処理が図られるように必要な措

置を講じなければならない。 

３ 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、その事

業活動において再生資源その他の環境への負荷の低減に資

する原材料、役務等を利用するように努めなければならな

い。 

４ 前３項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に

関し、環境に与える影響を認識し、自ら環境への負荷の低

減に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に

関する施策に協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その

日常生活において、廃棄物の適正処理及び排出の抑制、資

源やエネルギーの節減及び環境への負荷の低減に資する製

品等の利用に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、その日常生活におい

て、環境に与える影響を認識し、自ら環境への負荷の低減

に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関

する施策に協力しなければならない。 

 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本方針等 

（施策の基本方針） 

第７条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に

基づく環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するものとする。 

(1) 人の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、大気、

水、土壌等を良好な状態に保持すること。 

(2) 人と自然との共生を図るため、生物の多様性を保全する

とともに、湿原、水辺地等多様な自然環境を適正に保全す

ること。 

(3) 地域の特性を生かした良好な景観の形成、歴史的文化的

遺産の保全等により、潤い、ゆとり、安らぎ等心の豊かさ

が感じられる環境を確保すること。 

(4) 廃棄物の発生の抑制及び適正な処理、資源の循環的利用

並びにエネルギーの有効利用等により、環境への負荷の少

ない循環型社会の構築を図ること。 

(5) 地球環境保全のため、地域における環境への負荷 

の低減を進めるとともに、国際協力を推進すること。 

（環境基本計画） 

第８条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する

基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を策定しな

ければならない。 

２ 環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する長期的な

目標及び施策の大綱その他必要な事項について定めるもの

とする。 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民の

意見を適切に反映するとともに、釧路市環境審議会の意見

を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに、こ

れを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（釧路市環境白書） 

第９条 市長は、毎年、環境の現況及び環境の保全及び創造

に関する施策の実施状況等を明らかにするため、釧路市環

境白書を作成し、公表しなければならない。 

 

第３章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

（市の事業に係る環境への配慮） 

第１０条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策

定し、及び実施に当たっては、環境への負荷が低減される

よう、十分に配慮するものとする。 

（規制の措置） 

第１１条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要

な規制の措置を講ずるものとする。 
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（経済的措置） 

第１２条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造に資

する措置をとることを促進するため必要があるときは、適

正な助成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、特に必要がある

ときは、市民又は事業者に適正な経済的負担を求める措置

を講ずるものとする。 

（環境影響評価） 

第１３条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事

業を行おうとする者が、あらかじめその事業に係る環境へ

の影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、そ

の結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正

に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるもの

とする。 

（環境の保全及び創造に資する施設の整備等） 

第１４条 市は、廃棄物処理施設、下水道その他の環境の保

全上の支障を防止するための施設の整備を推進するように

努めるものとする。 

２ 市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の快適な

環境の維持及び創造に資する事業を推進するように努める

ものとする。 

（市民及び事業者の活動の促進） 

第１５条 市は、市民及び事業者が自発的に行う環境の保全

及び創造に関する活動を促進するため、必要な措置を講ず

るものとする。 

（環境教育及び学習の推進） 

第１６条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造につ

いての理解を深め、自発的に活動することを促進するため

、環境の保全及び創造に関する教育及び学習（以下「環境

教育及び学習」という。）の推進に努めるものとする。 

２ 前項の場合において、市は、特に将来を担う世代につい

て、積極的に環境教育及び学習を推進するように努めるも

のとする。 

（情報の収集及び提供） 

第１７条 市は、市民及び事業者の自発的な活動の促進並び

に環境教育及び学習の推進に資するため、環境の保全及び

創造に関する情報を収集し、これを適切に提供するように

努めるものとする。 

（調査研究の実施） 

第１８条 市は、環境に関する現状を把握し、環境の保全及

び創造に関する施策を推進するため、必要な調査研究の実

施及びその成果の活用に努めるものとする。 

（監視等の体制整備） 

第１９条 市は、環境に関する現状を把握し、環境の保全及

び創造に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、

測定及び検査等の体制の整備に努めるものとする。 

 

 

（自然環境の保全） 

第２０条 市は、タンチョウ、シマフクロウその他野生生物

の保護管理並びに釧路湿原、春採湖をはじめとする湿原、

森林、水辺地その他の多様な自然環境の保全及び適正な利

用の促進が図られるように努めるものとする。 

（公害の防止） 

第２１条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全が図

られるよう、公害を防止するために必要な措置を講ずるも

のとする。 

（快適な都市空間の形成） 

第２２条 市は、安らぎと潤いのある快適な都市空間の形成

を図るため、歴史的文化的遺産の保全及び水辺の整備等必

要な措置を講ずるものとする。 

（良好な景観の形成） 

第２３条 市は、自然と調和した、地域の特性を生かした良好な

景観を形成するために必要な措置を講ずるものとする。 

（緑化の推進） 

第２４条 市は、緑豊かな生活環境の確保が図られるよう、

緑化を推進するために必要な措置を講ずるものとする。 

（都市美化の推進） 

第２５条 市は、ごみの投棄や散乱の防止等都市美化を推進

するために必要な措置を講ずるものとする。 

（廃棄物の発生の抑制及び資源の循環的利用等の推進） 

第２６条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び

事業者による廃棄物の発生の抑制及び適正処理、資源の循

環的利用並びにエネルギーの有効利用が促進されるように

必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設

及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の

発生の抑制及び適正処理、資源の循環的利用並びにエネル

ギーの有効利用に努めるものとする。 

３ 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用が促進

されるように努めるものとする。 

（国及び他の地方公共団体等との連携協力） 

第２７条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進す

るに当たり、国、他の地方公共団体等との連携協力に努め

るものとする。 

２ 前項の場合において、市は、釧路湿原の保全等特に広域

的に取り組む必要があるときは、関係する地方公共団体等

との連携協力に努めるものとする。 

（施策の推進体制の整備） 

第２８条 市は、その機関相互の施策の調整を図り、環境の

保全及び創造に関する施策を総合的に推進するための体制

を整備するものとする。 

（財政上の措置） 

第２９条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進す

るため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものと

する。 
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第４章 地球環境保全及び国際協力 

（地球環境保全の推進） 

第３０条 市は、地球環境保全に資するため、地球温暖化の

防止、生物の多様性の保全等に関する施策の積極的な推進

に努めるものとする。 

（国際協力の推進） 

第３１条 市は、国及び他の地方公共団体等と連携し、地球

環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。 

２ 市は、特に自然環境保全に関し、国際機関、国及び他の

地方公共団体その他関係する団体等と連携して、情報交換

、調査研究及び人材交流等を行うことにより国際協力の推

進が図られるように努めるものとする。 

 

第５章 環境審議会 

（釧路市環境審議会） 

第３２条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審

議するため、釧路市環境審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審

議する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する

基本的事項 

３ 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員１８人以内

をもって組織する。 

４ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審

議会に臨時委員を置くことができる。 

６ 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会

に調査委員を置くことができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関

し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。 
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２ 策定および改定経過 

 

2019年(令和元年)６月11日 

 

令和元年度第１回釧路市環境審議会 

・第２次釧路市環境基本計画の策定について 

2019年(令和元年)７月３日 令和元年度第１回釧路市環境対策推進会議 

・第２次釧路市環境基本計画の策定について 

2019年(令和元年)９月26日 令和元年度第１回環境基本計画専門部会 

・第２次釧路市環境基本計画の策定について 

・市民・事業者アンケートについて 

2019 年(令和元年)10 月 8 日 令和元年度第２回釧路市環境審議会 

・市民・事業者アンケートについて 

2019 年(令和元年)11 月 29 日 

      ～同年 12 月 30 日 

市民・事業者アンケート調査実施 

・市民アンケート回答率  37.4％ 

・事業者アンケート回答率 30.2％ 

2020 年(令和２年)７月１日 令和２年度第１回釧路市環境審議会 

・市民・事業者アンケートの結果報告について 

・第２次釧路市環境基本計画の骨子について 

2020 年(令和２年)８月 17 日 令和２年度第１回環境基本計画専門部会 

・市民・事業者アンケートの結果報告について 

・第２次釧路市環境基本計画の骨子について 

2020 年(令和２年)８月 19 日 令和２年度第１回釧路市環境対策推進会議 

・第２次釧路市環境基本計画の骨子について 

2020 年(令和２年)10 月 15 日 令和２年度第２回環境基本計画専門部会 

・第２次釧路市環境基本計画たたき台について 

2020 年(令和２年)11 月５日 令和２年度第２回釧路市環境審議会 

・第２次釧路市環境基本計画の素案（案）について 

2020 年(令和２年)11 月 17 日 令和２年度第２回釧路市環境対策推進会議 

・第２次釧路市環境基本計画の素案（案）について 

2020 年(令和２年)12 月 23 日 

～2021 年(令和３年)１月 22 日 

パブリックコメント実施 

・第２次釧路市環境基本計画の素案について 

2021 年(令和３年)２月 10 日 釧路市環境審議会に諮問 

・第２次釧路市環境基本計画（案）について 

2021 年(令和３年)２月 24 日 釧路市環境審議会からの答申 

・第２次釧路市環境基本計画（案）について 

2021 年(令和３年)３月 26 日 第２次釧路市環境基本計画策定 

2023 年(令和５年)５月 19 日 令和５年度第１回釧路市環境対策推進会議 

・第２次釧路市環境基本計画の改定について 

2023 年(令和５年)６月２日 令和５年度第１回釧路市環境審議会 

・第２次釧路市環境基本計画の改定について 

2023 年(令和５年)10 月 12 日 令和５年度第１回環境基本計画専門部会 

・第２次釧路市環境基本計画改定版たたき台について 

2023 年(令和５年)11 月７日 令和５年度第２回釧路市環境審議会 

・第２次釧路市環境基本計画改定版の素案について諮問 

2023 年(令和５年)11 月 27 日 令和５年度第２回釧路市環境対策推進会議 

・第２次釧路市環境基本計画改定版の素案について 

2023 年(令和５年)12 月 19 日 

～2024 年(令和６年)１月 18 日 

パブリックコメント実施 

・第２次釧路市環境基本計画改定版の素案について 

2024 年(令和６年)２月８日 令和５年度第３回釧路市環境審議会 

・第２次釧路市環境基本計画改定版（案）について 

2024 年(令和６年)２月 16 日 釧路市環境審議会からの答申 

・第２次釧路市環境基本計画改定版（案）について 

2024 年(令和６年)３月 18 日 第２次釧路市環境基本計画改定 
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３ 釧路市環境審議会名簿 

 

氏 名 所 属 お よ び 役 職 など 

神 田 房 行 北方環境研究所所長 

伊 原 禎 雄 国立大学法人北海道教育大学釧路校教授 

佐 藤 彰 治 国立高等専門学校機構釧路工業高等専門学校教授 

小久保 慶 一 国立高等専門学校機構釧路工業高等専門学校教授 

神 野 照 敏 釧路公立大学教授 

伊 藤 明日佳 弁護士法人笠井・伊藤法律事務所弁護士 

鈴 木 正 裕 公益財団法人日本技術士会道東技術士委員会 

岡 野 隆 宏 環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所所長 

冨 樫  崇 北海道釧路総合振興局くらし・子育て担当部長 

淀 川 了 一 春採湖の会会長 

大 西 英 一 釧路自然保護協会副会長 

板  明 子 釧路市連合町内会副会長 

新井田 利 光 一般財団法人前田一歩園財団理事長 

舘  郁 代 釧路家庭生活カウンセラークラブ副会長 

西 村 智 久 釧路商工会議所都市イメージアップ委員会委員長 

穂 積 貴美子 釧路市女性団体連絡協議会副会長 

片 岡 義 男 市民公募 

菅 原 里 圭 市民公募 

（令和６年３月現在） 
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４ 諮問・答申 

■諮問 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■答申 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

釧 環 保 第 2 0 7 号 

2023年（令和 5 年）11月７日 

 

釧路市環境審議会 

会長 神 田 房 行 様 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

第２次釧路市環境基本計画改定版 素案について（諮問） 

 

釧路市環境基本条例第８条第３項の規定に基づき、「第２次釧路市環境基本 計画改定版 素案」について、貴審議会の

意見を求めます。 

 

（諮問理由） 

釧路市は2010年度（平成22年度）に「釧路市環境基本計画」を策定し、2020年度（令和２年度）に策定した「第２次

釧路市環境基本計画」においては本市の望ましい環境像を「人と自然がつながる、未来へつながる 環境都市くしろ」

と定め、この環境像の実現に向けて環境の保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

現行計画である「第２次釧路市環境基本計画」の策定以降、国および北海道が地球温暖化対策をめぐる施策を見直す

ほか、全国各地で記録的な猛暑や豪雨が観測されたなど、環境問題を取り巻く情勢は大きく変化しており、変化の中で

直面した新たな課題に対応するため、より実態に即した計画が求められています。 

 こうした状況を踏まえ、本市における環境問題の解決に向けた施策等のさらなる推進を図るため、「第２次釧路市

環境基本計画改定版 素案」について貴審議会に意見を求めます。 

 

別 紙 

 

１ ２０５０年カーボンニュートラルの達成に向けた再生可能エネルギー導入の推進にあたっては、地域の豊かな

自然や災害特性を考慮し、地域の価値を損なうことなく自然と共生したものとなるよう努めること。 

 

２ 事業者の挑戦的・創造的な取り組みを後押しし、脱炭素と経済の両立を促すＧＸ（グリーントランスフォーメ

ーション）を市民・事業者と一体となった推進に努めること。 

 

３ 炭素吸収効果の高い釧路湿原や広大な森林をはじめ、春採湖など身近な自然やブルーカーボンなど、地域特性

としての炭素吸収源の保護について、市民により一層関心を持ってもらえるよう努めること。 

 

４ 市民・事業者・観光客に対し、本計画を多様な手段を通じて普及を図るとともに、個々の自主的な取組の発信

や連携を進めるなど、地域が一体となった脱炭素化の推進に努めること。 

2024年（令和 6 年）２月 16日  

 

釧路市長 蝦 名 大 也 様 

 

釧路市環境審議会  

会長 神 田 房 行 

 

第２次釧路市環境基本計画改定版（案）について（答申） 

 

令和５年１１月７日付釧環保第２０７号で諮問のありました「第２次釧路市環境基本計画改定版 素案」について、当審

議会において慎重に審議した結果、提示された計画改定版（案）については概ね妥当であると認め、別紙の意見を付して答申

いたします。
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５ 用語集 

あ行 

アスベスト（石綿） 

アスベストは天然に存在する繊維状の鉱物。耐火性、

断熱性などに優れているため、暖房パイプの被覆、建築

材など広く利用されていた。繊維が肺に突き刺さったり

すると肺がんや中皮腫の原因になることが明らかにな

り、日本では、大気汚染防止法により 1989 年（平成

元年）に「特定粉じん」に指定され、現在は使用などが

禁止されている。 

 

 

か行 

海洋プラスチックごみ問題 

海洋に流出したプラスチックごみが世界的な課題と

なっており、生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能

の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光

への影響など、様々な問題を引き起こしている。 

陸でのポイ捨て、屋外に放置されたままの不適正な管

理などにより、雨や風によって河川を通じて海に入るこ

とが主な原因である。環境省発行の令和２年環境白書に

よると、世界全体で毎年約 800 万トンのプラスチック

ごみが海洋に流出しているとの報告があり、2050年に

は海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超え

ると試算されている。 

 

 

合併処理浄化槽 

し尿や雑排水を微生物の力で処理する設備。し尿のみ

を処理するものを単独浄化槽というのに対し、し尿と雑

排水を合わせて処理するものを合併処理浄化槽という。 

 

 

環境基準 

環境基本法により定められている、大気汚染や水質汚

濁、土壌汚染、騒音などに係る環境上の条件について、

それぞれ人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維

持されることが望ましいとされる基準。 

 

 

環境配慮契約（グリーン契約） 
環境配慮契約は、契約は結ぶ際に、競争性を確保しつ

つ、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最

も優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕

組み。国では「国等における温室効果ガス等の排出の削

減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約

法）」を制定し、国や地方公共団体などでの環境配慮契

約の推進を図っている。 

 

 

気候変動適応法 

気温の上昇、大雨の頻度の増加や、農作物の品質低下、

動植物の分布域の変化、熱中症リスクの増加など、気候

変動による影響に対処し、また将来予測される被害の防

止・軽減等を図る気候変動への適応に国、地方公共体、

事業者、国民が地域の実情に応じて取り組むことを推進

するための法律。2018 年（平成 30 年）12 月に施行。 

 

 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC） 

地球温暖化の予測、影響、対策などについて科学的・

技術的な観点から最新の知見をまとめ、地球温暖化に対

応する政策決定に科学的な基盤を与えることを目的と

して、国連環境計画（UNEP）および世界気象機関（WMO）

が共催して 1989 年（平成元年）に設置された国際機

関。 

 

 

釧路市地球温暖化対策地域協議会 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、2011

年（平成 23 年）３月に策定された「釧路市地球温暖化

対策地域推進計画」の取り組みを市民・事業者・市が協

力して、推進することを目的として設置。日常生活や事

業活動で発生する温室効果ガスの排出の抑制について

の情報交換や啓発活動を行う。 

 

 

釧路市都市計画マスタープラン 

市町村が創意工夫のもとに、住民の意見を反映させ、

都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、あるべ

き市街地像、整備課題に応じた整備方針、都市生活、経

済活動を支える諸施設の計画などをきめ細かく、かつ総

合的に定める都市計画の方針を示す行政計画。釧路市で

は、2001 年（平成 13 年）に策定され、2021 年（令

和３年）３月に第２次釧路市都市計画マスタープランを

策定。 

 

 

釧路市まちづくり基本構想 

まちづくりを進めていくために策定した本市の個別

計画や施策の最上位となる指針。釧路市まちづくり基本

条例第 23 条に基づき 2018 年(平成 30 年) ３月に策

定。計画期間は 2018 年度(平成 30 年度)から 2027

年度(令和９年度)。 

 

 

釧路市緑の基本計画 

良好な都市環境の形成を図り、市民の健康で文化的な

都市生活を確保することを目的に、緑地の適正な保全お

よび緑化の推進に係る取り組みを総合的かつ計画的に

実施するための施策や方針を定める行政計画。2001年

（平成 13 年）に策定され、2021 年（令和３年）３月

に第２次釧路市緑の基本計画を策定。 
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釧路市みんなできれいな街にする条例 

清潔で住み良いまちづくりを目的として、2005 年

（平成 17 年）に制定。空き缶などおよび吸い殻などの

ごみの散乱の防止に市・市民・事業者および土地所有者

が一体となって、推進するための必要な事項を定めてい

る。 
 
 

グリーン購入 

エコマーク商品など環境に与える負荷ができるだけ

小さい製品を優先的に購入する取り組み。国では「国等

による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリー

ン購入法）」を制定し、国や地方公共団体などでのグリ

ーン購入の推進を図っている。 

 
 

広域連合 

複数の市町村が行政サービスの一部を共同で行うこ

とを目的として組織する特別地方公共団体の一つ。釧路

管内では、管内６市町村で構成する釧路広域連合が釧路

市高山の清掃工場において、共同で可燃ごみの焼却処理

を行っている。 

 
 

公園里親制度 

公園の美化および保全などのため、ボランティアで活

動を行う団体を公園の里親とし、その活動を円滑に推進

することを目的とする釧路市独自の制度。平成 13 年度

より釧路市内の町内会、愛護会および民間事業者（市外

も可）など、公園の美化活動などを行っている、または

行おうとする団体を対象に、市が草刈り機材などの貸し

出しを行っている。 
 
 

公害防止協定 
地方公共団体と企業、住民団体と企業などの間で公害

防止のために必要な措置を、相互の合意形成により取り

決めるもの。地域の特殊性に応じた有効な公害規制を弾

力的に実施するのに適するため、法律や条例の規制と並

ぶ有力な公害防止対策上の手段として広く利用されて

いる。 
 
 

こどもエコクラブ 

幼児から高校生までなら誰でも参加できる環境活動

のクラブ。こどもエコクラブに参加し、様々な環境学習・

活動を通して、環境を大切にする心と行動力を育むこと

を目的としている。 

 
 

さ行 

準用河川 

河川法における一級河川および二級河川以外の「法定

外河川」のうち、市町村が指定し管理する河川。河川法

に基づき、二級河川の規定が準用される。釧路市では、

星が浦川、武佐川、風連別川が準用河川に指定されてい

る。尚、市町村が指定し管理する普通河川は、河川法の

適用外である。 

食品ロス 

売れ残りや消費期限切れ、食べ残しなどで本来は食べ

られる食品が廃棄されること。生産や加工、流通や販売、

家庭での消費などの段階で発生している。食品ロス量が

多いと、ごみ処理に多額のコストがかかり、また可燃ご

みとして燃やすことで、CO2（二酸化炭素）排出や焼却

後の灰の埋め立てなどによる環境負荷が懸念される。 

 

 

生物化学的酸素要求量（BOD） 

水中の有機物がバクテリアによって分解される時に

必要な酸素の量。河川の汚濁を測る指標で、BOD 値が

高いほど汚濁度が高い。 

 

 

た行 

地域マイクログリッド 

限られたコミュニティの中で、太陽光発電やバイオマ

ス発電などの再⽣可能エネルギーで電気をつくり、蓄電

池などで電⼒量をコントロールし、当該コミュニティ内

の電⼒供給を賄うといったエネルギーの地産地消がで

きるシステムをいう。地震や台⾵などの災害により停電

が発⽣した場合には、平常時は電⼒会社等と繋がってい

る送配電ネットワークを切り離し、地域単独のネットワ

ークに切り替えることで安定的に電⼒の供給ができる。 

 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法） 

1997 年（平成９年）に京都で開催された「国連機気

候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）」での京都

議定書の採択を受け、国・地方公共団体・事業者・国民

が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組

みを定めた法律。 

 

 

中間処理施設 
ごみの体積と重量を減らして、最終処分場への負担を

減らすため、収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不

燃ごみの選別などを行う処理施設。鉄や小型家電など再

資源として利用できるものを選別回収し、有効利用する

役割もある。 

 

 

鳥獣保護区 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律（鳥獣保護管理法）」により、鳥獣の保護繁殖を図る

ことを目的として定められる区域。同区域内での狩猟は

禁止される。特に重要な区域は特別保護地区として指定

され、一定の開発行為が規制される。 
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特定外来生物 

外来生物のうち、特に生態系などへの被害が認められ

るものとして、2005 年（平成 17 年）に施行された外

来生物法によって規定された生物。特定外来生物に指定

されると、ペットも含めて、飼育、栽培、保管または運

搬、譲渡、輸入、野外への放出などが禁止される。 

 

 

特定建設作業 

「騒音規制法」および「振動規制法」の規制対象にな

っている作業で、建設作業として行われる作業のうち、

くい打機やびょう打ち機、さく岩機、ブレーカーを使用

する作業など著しい騒音と振動を発生する作業。 

 

 

は行 

微小粒子状物質（PM2.5） 

大気中に浮遊している粒径 2.5 マイクロメートル

（100 万分の１メートル）以下の粒子。PM2.5 は非常

に小さいため（髪の毛の太さの 30 分の１程度）、肺の

奥深くまで入りやすく、呼吸器系・循環器系への影響が

懸念されている。 

 

 

パリ協定 

京都議定書に代わる 2020 年以降の温室効果ガス排

出削減などのための新たな国際枠組み。気候変動枠組条

約に加盟する全 196 カ国すべてが参加する形で、

2015 年（平成 27 年）12 月にフランスのパリで採択

され、2016 年（平成 28 年）11 月に発効された。こ

の協定では、すべての国が５年ごとに削減目標を作成し

提出することが義務付けられ、日本は 2015 年（平成

27 年）に 2030 年度に、2013 年度比で、温室効果

ガス排出量を 26％削減する目標を決定し、国連に提出。

2021 年（令和３年）には、2030 年度に、2013 年

度比で、温室効果ガス排出量を 46％削減する目標を決

定し、国連に提出している。 

 

 

英数 

ISO14001（環境マネジメントシステム） 

国際標準化機構（ISO）が定めた環境マネジメントシ

ステムに関する国際規格。事業活動による環境負荷の低

減を目指すための環境管理の仕組み。PDCA サイクル

による継続的な改善が基本となる。 

 

 

PDCAサイクル 

物事を管理し改善していくための手法のひとつ。

Plan(計画の策定)、Do（施策の実施）、Check（計画の

評価・検証）、Action（計画の改善）の４つのサイクル

を繰り返し行うことで、継続的に管理業務を改善してい

く手法をいう。 
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６ 目標と管理指標一覧 

 

項 目 基準値 実績 目標値 

二酸化炭素排出量削減率 

（2013 年度比） 

10.0％ 

（2018 年度） 

21.8％ 

（2021 年度） 

48％ 

（2030 年度） 

ごみ排出量 
68,857 トン 

（2019 年度） 

65,105 トン 

（2022 年度） 

62,597 トン 

（2030 年度） 

市民ひとり 1日あたりの家庭系廃棄ごみ量 
568 グラム 

（2019 年度） 

58２グラム 

（2022 年度） 

543 グラム 

（2030 年度） 

リサイクル率 
19.87％ 

（2019 年度） 

20.67％ 

（2022 年度） 

26.80％ 

（2030 年度） 

埋め立て処分量 
10,812 トン 

（2017 年度） 

9,592 トン 

（2022 年度） 

9,605 トン 

（2030 年度） 

大気汚染に係る環境基準達成率 
100％ 

（2019 年度） 

100％ 

（2022 年度） 

100％ 

（2030 年度） 

河川の水質汚濁に係る環境基準（ＢＯＤ） 

達成率 

100％ 

（2019 年度） 

100％ 

（2022 年度） 

100％ 

（2030 年度） 

生活排水処理率 
94.5％ 

（2019 年度） 

94.7％ 

（2022 年度） 

94.9％ 

（2030 年度） 

一般地域における騒音に係る環境基準の 

達成率 

100％ 

（2019 年度） 

100％ 

（2022 年度） 

100％ 

（2030 年度） 

自動車騒音に係る環境基準達成率 

（昼夜とも達成） 

98.0％ 

（2019 年度） 

99.6％ 

（2022 年度） 

100％ 

（2030 年度） 

学校版環境ＩＳＯの実施割合 
100％ 

（2019 年度） 

100％ 

（2022 年度） 

100％ 

（2030 年度） 
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